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還
付
手
続
が
不
要
と
な
り
ま
す

こ
れ
ま
で
中
学
生
が
入
院
及
び
通
院
し

た
場
合
に
は
、
医
療
機
関
な
ど
に
医
療
費

を
支
払
っ
た
後
、
市
役
所
で
還
付
の
申
請

を
行
っ
て
い
た
だ
く
必
要
が
あ
り
ま
し
た

が
、
市
内
の
医
療
機
関
な
ど
で
受
診
、
薬

を
受
け
取
る
場
合
は
こ
の
受
給
者
証
を
提

示
す
る
こ
と
に
よ
り
、
市
役
所
で
申
請
手

続
き
を
し
て
い
た
だ
く
必
要
が
な
く
な
り

ま
す
（
他
の
公
費
負
担
医
療
で
通
院
す
る

場
合
を
除
く
）
。

３
月
中
に
受
給
者
証
を
郵
送
し
ま
す

対
象
者
に
は
３
月
中
に
新
し
い
医
療
費

受
給
者
証
を
郵
送
し
ま
す
が
、
一
部
の
方

は
事
前
に
交
付
申
請
書
の
提
出
が
必
要
と

な
り
ま
す
。
３
月
中
に
受
給
者
証
ま
た
は

申
請
書
が
届
か
な
い
場
合
は
、
国
保
年
金

課
ま
で
ご
連
絡
く
だ
さ
い
。

■
留
意
事
項

◇
障
が
い
者
医
療
、
母
子
・
父
子
家
庭
医

療
の
助
成
を
受
け
る
こ
と
が
で
き
る

方
、
生
活
保
護
受
給
中
の
方
、
児
童
・

障
が
い
者
相
談
セ
ン
タ
ー
の
医
療
券
に

よ
り
医
療
を
受
け
ら
れ
る
方
に
つ
い
て

は
、
子
ど
も
医
療
費
受
給
者
証
は
交
付

し
ま
せ
ん
。

◇
市
外
の
医
療
機
関
な
ど
に
入
・
通
院
す

る
場
合
や
他
の
公
費
負
担
医
療
で
通
院

す
る
場
合
は
、
新
し
い
子
ど
も
医
療
費

受
給
者
証
は
使
用
で
き
ま
せ
ん
の
で
、

こ
れ
ま
で
ど
お
り
市
役
所
で
還
付
申
請

を
行
っ
て
く
だ
さ
い
。

■
問
合
わ
せ

　

国
保
年
金
課　

医
療
福
祉
担
当

　


v
０
６
５
２

乳
幼
児
の
生
活
リ
ズ
ム
を
大
切
に
し
、

健
や
か
な
成
長
の
た
め
に
、
子
育
て
支
援

セ
ン
タ
ー
「
は
ん
だ
っ
こ
」
の
「
プ
レ
イ

ラ
ン
ド
」
の
開
館
時
間
を
変
更
し
ま
す
。

な
お
、
一
時
預
か
り
に
つ
い
て
は
、
時

間
の
変
更
は
あ
り
ま
せ
ん
。

■
変
更
日

　

４
月
１
日
（金）
〜

■
変
更
内
容
（
開
館
時
間
）　

【
現　

在
】
９
時
〜
19
時

【
変
更
後
】
9
時
30
分
〜
18
時

■
問
合
わ
せ

　

子
育
て
支
援
セ
ン
タ
ー「
は
ん
だ
っ
こ
」

　


7
４
１
８
８

市
内
の
医
療
機
関
な
ど
で
平
成
28
年
４
月
か
ら
使
用
で
き
る
新
た
な
「
子
ど
も
医
療

費
受
給
者
証
」
を
、
現
在
の
小
学
６
年
生
と
中
学
１
・
２
年
生
に
交
付
し
ま
す
。

■
対
象
団
体

市
内
で
男
女
共
同
参
画
の
普
及
・
啓
発

を
行
う
市
民
活
動
団
体
、
自
治
区
、
企

業
■
対
象
事
業
（
例
）

講
演
会
や
講
座
の
開
催
、
広
報
紙
の
発

行
、
啓
発
物
品
の
制
作

■
交
付
決
定

申
請
の
内
容
を
審
査
し
、
５
月
下
旬
に

結
果
を
通
知
し
ま
す
。

■
申
込
み

３
月
７
日
（月）
〜
４
月
25
日
（月）
に
、
指
定

の
申
請
書
を
郵
送
（
当
日
必
着
）
ま
た

は
市
民
協
働
課
へ

〒
４
７
５
│

８
６
６
６　

半
田
市
東
洋
町
２
│

１

※
申
請
書
は
、
市
民
協
働
課
及
び
市
ホ
ー

ム
ペ
ー
ジ
に
あ
り
ま
す
。

■
問
合
わ
せ

　

市
民
協
働
課　


v
０
６
０
９

男
女
共
同
参
画
社
会
の
実
現
に
向
け
た
取
り
組
み
を
、
費
用
面
で
支
援
し
ま
す
。

中
学
生
に
も「
子
ど
も
医
療
費
受
給
者
証
」を
交
付
し
ま
す

は
ん
だ
っ
こ「
プ
レ
イ
ラ
ン
ド
」の

開
館
時
間
を
変
更
し
ま
す

男
女
共
同
参
画
社
会
を
推
進
す
る
団
体
を
応
援
し
ま
す
！

平
成
２８
年
度
男
女
共
同
参
画
社
会
推
進
事
業
補
助
金

※上記のほか、市が必要と認めた事業に対して、予算の範囲内で補助します。
　詳しくは、市民協働課へご相談ください。

■補助金額

対象事業

大規模な
啓発事業

（参加人数が概
ね300名以上）

講座、セミナー
などの啓発事業

１事業につき
事業費の２分の
１以内の額

（上限１５万円）

１事業につき
４万円
（上限）

補助金の額

・男女共同参画を推
進するためのフォ
ーラム、映画上映
会 など

補助金交付事業例

・子育て支援講座
・介護に関する講座
・男女共同参画推進
セミナー
・健康づくりに関す
る講座 など

１事業につき
２万円
（上限）

広報紙などの
発行による
啓発事業

・ＤＶ根絶啓発パネ
ルの作成　

・男女共同参画広報
紙 など


